
UBSマネジメント（ケイマン）リミテッド
UBS Management (Cayman) Limited

ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託／追加型

2025年3月24日

KKRプライベート・マーケッツ・エクイティ・ファンド
U B S ユ ニ バ ー サ ル・ト ラ スト（ ケ イ マ ン ）Ⅲ－

（米ドル建て）

投資信託説明書（請求目論見書）

※ファンド名の一部である「KKRプライベート・マーケッツ・エクイティ・ファンド」は、投資対象である「KKR
プライベート・マーケッツ・エクイティ・ファンド（CYM）エスピー（KKR Private Markets Equity Fund
（Cayman） SP）」を表します。

ファンドは、特化型運用を行います。



１． UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ － KKRプライベート・マーケッツ・
エクイティ・ファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品
取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届出書を
2025年３月14日に関東財務局長に提出しております。当該届出の効力の
有無については、代行協会員にお問い合わせ下さい。なお、効力が生じて
いない場合においては、本書に記載された内容につき訂正が行われる
ことがあります。

２． 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第３項の規定により、投資者の
皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合に
は投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。

３． UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ － KKRプライベート・マーケッツ・
エクイティ・ファンドは投資信託であるため、元本が保証されているもの
ではありません。

４． 当ファンドの受益証券の価格は、当ファンドに組み入れられている有価
証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 
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